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Ⅴ 「新聞の譲渡」の範囲等 

（いわゆるスポーツ新聞や業界紙の販売）  

【答】  

   軽減税率の適用対象となる「新聞」とは、定期購読契約が締結された週２回以上発行され

る、一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載するもの

です（消法２①九の二、別表１二）。 

   したがって、いわゆるスポーツ新聞や業界紙、日本語以外の新聞等についても、１週に２

回以上発行される新聞で、定期購読契約に基づく譲渡であれば、軽減税率の適用対象となり

ます。 

 

（「定期購読契約」に基づく新聞の範囲） 

【答】 

   軽減税率の適用対象である「新聞」は、定期購読契約に基づくものとされており、「定期

購読契約」とは、その新聞を購読しようとする者に対して、その新聞を定期的に継続して供

給することを約する契約をいいます（消法２①九の二、別表１二）。 

   したがって、コンビニエンスストア等の新聞の販売は、定期購読契約に基づくものではな

いため軽減税率の適用対象となりません。 

 

（１週に２回以上発行する新聞） 

【答】 

   軽減税率の適用対象となる「１週に２回以上発行する新聞」とは、通常の発行予定日が週

２回以上とされている新聞をいいますので、国民の祝日及び通常の頻度で設けられている

新聞休刊日によって発行が１週に１回以下となる週があっても「１週に２回以上発行する

新聞」に該当します（消法２①九の二、別表１二、基通５－９－13）。 

したがって、ご質問の新聞が、定期購読契約に基づくものであれば、軽減税率の適用対象

となります。 

  

問97 いわゆるスポーツ新聞や業界紙の販売は、軽減税率の適用対象となりますか。【令和５

年 10月改訂】 

問98 コンビニエンスストアで販売する新聞は、軽減税率の適用対象となりますか。【令和５

年 10月改訂】 

問99 当社が販売する新聞は、通常週２回発行されていますが、休刊日により週に１回しか発

行されない場合があります。この場合の新聞の販売は、軽減税率の適用対象となります

か。【令和５年 10月改訂】 
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（ホテルに対して販売する新聞） 

【答】 

軽減税率の適用対象である「新聞」は、定期購読契約に基づくものとされており、「定期

購読契約」とは、その新聞を購読しようとする者に対して、その新聞を定期的に継続して供

給することを約する契約をいいます（消法２①九の二、別表１二）。 

ここでいう「購読」とは、「購入して読むこと」をいい、購入した者が「自らの事業に使

用すること（再販売することは除きます。）」も含まれます。 

このため、ご質問のように、ホテルの従業員の購読用とするもののほか、ホテルの宿泊客

の閲覧用としてロビー等に設置するものや無料で配布するものも、ホテルが「自らの事業に

使用すること」に含まれますので、ご質問の新聞の販売は、「購読」しようとする者である

ホテルに対して販売するものに該当します。 

また、毎日一定の固定部数を納品するものは「定期的に継続して供給する」ものに該当し

ますが、当日の宿泊客数に応じて追加で納品するものは、「定期的に継続して供給する」も

のに該当しません。 

したがって、ご質問の場合、毎日納品する固定部数部分については、軽減税率の適用対象

となりますが、当日の宿泊客数に応じて納品する追加部数部分については、軽減税率の適用

対象となりません。 

（注） ホテルで再販売（ホテルの売店等での販売や、宿泊客から新聞代を徴して配布する

こと）するためのものとして新聞を販売する場合、ホテルは「購読」しようとする者

には当たらないことから、軽減税率の適用対象となりません。 

  

問100 当社は、新聞販売店を経営しています。当社がホテルに販売する週２回以上発行される

新聞は、ホテルが従業員の購読用とするもののほか、ロビーに設置するもの、そのホテル

の宿泊客に無料で配布するものがあります。この場合、当社の新聞の販売は、軽減税率の

適用対象となりますか。 

なお、当社とホテルとの間では、定期購読契約に基づき毎日一定の固定部数を納品する

ほか、当日の宿泊客数に応じて追加部数を納品しています。【令和元年７月追加】【令和５

年 10月改訂】 
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（電子版の新聞） 

【答】 

   軽減税率の適用対象となる「新聞の譲渡」とは、一定の題号を用い、政治、経済、社会、

文化等に関する一般社会的事実を掲載する新聞（１週に２回以上発行する新聞に限ります。）

の定期購読契約に基づく譲渡をいいます（消法２①九の二、別表１二）。 

   他方、インターネットを通じて配信する電子版の新聞は、電気通信回線を介して行われる

役務の提供である「電気通信利用役務の提供」に該当し、「新聞の譲渡」に該当しないこと

から、軽減税率の適用対象となりません（消法２①八の三）。 

 

（紙の新聞と電子版の新聞のセット販売） 

【答】 

   軽減税率の適用対象となる「新聞の譲渡」とは、一定の題号を用い、政治、経済、社会、

文化等に関する一般社会的事実を掲載する新聞（１週に２回以上発行する新聞に限ります。）

の定期購読契約に基づく譲渡をいいます（消法２①九の二、別表１二）。 

   他方、インターネットを通じて配信する電子版の新聞は、電気通信回線を介して行われる

役務の提供である「電気通信利用役務の提供」に該当し、「新聞の譲渡」に該当しないこと

から、軽減税率の適用対象となりません（消法２①八の三）。 

   このため、ご質問のように紙の新聞と電子版の新聞をセット販売している場合には、セッ

ト販売の対価の額を軽減税率の適用対象となる「紙の新聞」の金額と、軽減税率の適用対象

とならない「電子版の新聞」の金額とに区分した上で、それぞれの税率が適用されることと

なります。 

（注） 例えば、「紙の新聞」は新聞販売店、「電子版の新聞」は新聞本社が提供する契約と

なっている場合、それぞれ異なる取引として個別に課税されることになるため、対価

の額は区分され、適用税率も取引ごとに判定されることとなります。 

 

  

問101  インターネットを通じて配信する電子版の新聞は、軽減税率の適用対象となりますか。

【令和５年 10月改訂】 

問102 紙の新聞と電子版の新聞をセット販売していますが、軽減税率の適用対象となります

か。これらの新聞は、定期購読契約が締結された週２回以上発行されるものです。【令和

元年７月追加】【令和５年 10月改訂】 


